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「民法」問題の出題趣旨・解説 

 

【出題趣旨・解説】  

（１）交通事故と医療過誤による異時的共同不法行為の成立及び効果を中

心論点として、相続人としての賠償請求と遺族固有の賠償請求や、不法行

為時に胎児であった者の相続と不法行為賠償請求の権利能力の問題に考察

を及ぼせしめるのが、出題の趣旨である。 

 判例によれば、共同不法行為は異時的共同不法行為（民７１９条）とし

ても認められ、各加害行為が単独でも被害者死亡の原因力を有するときは、

それら行為者に、被害者死亡と相当因果関係にある全損害の賠償を目的と

して、連帯債務（現行法上は不真正連帯債務）が成立する。本件では、Ｂ

の不法行為責任（民７０９条）ほか、Ｅ・Ｆ・Ｇに加害者不明の共同不法

行為責任（民７１９条１項後段）、ＣにＥ・Ｆ・Ｇの使用者としての不法

行為責任（民７１５条）が成立し、これらが全体として共同不法行為責任

を基礎づけ、その各行為にＡ死亡の原因力があると認められるから、Ｂ及

びＥ・Ｆ・Ｇ・ＣがそれぞれＡ死亡と相当因果関係にある全損害の賠償義

務を連帯して負担すると考えられる。  

 賠償されるべき損害項目には、Ａ自身に生じた損害として、問題文記載

の休業損害・逸失利益や問題文には記載がないが精神的損害（民７１０条）

が含まれるほか、Ａの遺族に生じた葬儀費用・遺族固有の精神的損害（民

７１１条）が含まれる。  

 これら損害のうち、Ａ自身に生じた損害については、その賠償請求権を

相続した者によって行使されることになる。これにＨが含まれることはい

うまでもない（民８９９条）。Ｋも、本件不法行為時には胎児であったが、

後に出生したことを要件として胎児に相続能力を認める民法８８６条１項

の規定により、Ａの賠償請求権の相続人と認められる。ＨとＫの相続分は

２分の１ずつである（民９００条１号）。 

 葬儀費用については、喪主（本件では恐らくＨ）が自己の損害としてそ

の賠償を請求することができる（判例）。 

 遺族固有の精神的損害の賠償請求権は、民法７１１条所定の範囲のＡの

遺族が、原始取得する。この権利取得は、配偶者Ｈはもとより、民法７２

１条の規定により、本件不法行為時にＡの子として胎児であって後に出生

したＫにも認められる。  

 



 
 

（２）金銭債権（可分給付債権）の共同相続による法律関係を問う趣旨で

ある。  

 可分給付債権の共同相続は、一般に、当然分割原則（民４２７条）に従

う。したがって、ＨとＫは、ＡがＬに対して有していた貸金債権を、その

法定相続分に応じ、２分の１ずつに分割された範囲で確定的に相続取得す

る。  

 これに対し、銀行に対する預金債権が共同相続された場合については、

最近になって判例変更があり、当然分割されず、遺産分割の協議又は審判

までの間、共同相続人がその法定相続分に応じた持分をもって準共有する

ものとされた。したがって、ＨとＫは、ＡのＭ銀行に対する預金債権を、

Ａ死亡により共同相続し、各２分の１ずつの持分で準共有することになっ

たものと解される。  

 

以 上  


